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① 昭和２０年～３０年代においては、厚生年金保険法の改正に際し、経済界から、厚生年金保険と
退職金の調整を図るべきとの指摘がなされた。

② 他方、企業においては、賃金上昇等に伴う退職金の増加が見込まれる中で、資金の平準化の観点
から、企業年金制度に対する要望が高まり、昭和３７年に適格退職年金制度が創設された。

③ その後、昭和４１年に、企業年金に厚生年金保険の一部を代行させることにより、厚生年金保険と
企業年金との調整を図る厚生年金基金制度が創設された。

④ このような経過から、厚生年金基金は、かつて、「調整年金」とも呼ばれ、我が国独特の労使慣行
たる退職一時金と密接不可分の関係にある。

１．企業年金制度の制定の経緯
（１）厚生年金基金及び適格退職年金

（資料１）厚生年金保険法の改正問題に対する意見（昭和３４年２月日本経営団体者連盟社会保障委員会）

二 企業の退職金制度との関連について
（前略）企業の退職金制度については、その性格や意義が社会保険と異なるとはいえ、我が国特有の本制度
が使用者の負担において事実上存在し、厚生年金と競合する関係におかれていることは否定できない。した
がって、厚生年金制度と退職金制度とは、それぞれが関連なく別々の方向に進めば進むほど両者の競合及
至矛盾を激化することとなり、到底その負担に耐えうるところではない。

したがって、両者の関係を抜本的に調整合理化することがない限り、一方的に厚生年金のみを拡充する行
き方は、極めて非現実的、独善的な考え方であって賛成しがたい。

（資料２）昭和３７年度税制改正要綱案

企業がその従業員の退職年金の原資にあてるため、外部の一定の要件に該当する退職年金基金に対し、
一定の要件に該当する掛金を拠出したときは、その拠出の際に企業の損金に算入するとともに、これに対する
所得税の課税を年金受給のときまで繰り延べる措置を講ずる。

この措置に伴い、この運用収益の収益部分及び企業拠出分について所得税課税の延期に見合う遅延利息
に相応する税率（おおむね千分の十二）による特別の法人税の課税を行う。
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（資料３）「企業年金の解説」（昭和３８年社会保険審議会厚生年金保険部会懇談会資料）

１ 調整の方法

（１）企業年金と厚生年金との調整というのは、一定の要件を備えた企業年金（退職年金）が設けら
れた場合に、厚生年金の給付のうち、その機能の類似する老齢年金の適用を当該企業につい
て除外するか、或いは、当該企業年金に老齢年金の支給を肩代わりさせ代行を認めるか等の方
法で、両者の間の機能の競合、したがって、負担の重複を避けようとするものである。

なお、厚生年金の給付のうち、定額部分は所得再分配機能を有する基本的給付であるから調
整の対象とすることはできないので、結局調整の対象は「老齢年金の報酬比例部分」に限られる
こととなろう。

（２）調整の方法として、企業年金に関する法律を制定し、厚生年金の給付を差引支給するような
方法（相殺方式）も考えられるが、これは企業年金の額を法律で規制することとなるので、立法化
は困難であり、結局調整の方法としては「適用除外方式」か「代行方式」ということになろう。

（３）調整を行うかどうかはあくまで企業の任意であって、法律で強制することができないことはいう
までもない。また調整を行うことと退職金をどのように合理化するかということはあくまで別問題
で直接関連するものではない。もっとも、企業年金を作る際に退職金の合理化が行われる例が
起ころうが、退職金の合理化は労使の話し合いで決めるべきものであって、これを法律で規制す
ることはできない。結局調整というのは、民間企業において設立された企業年金が法律で定める
一定の要件をそなえる場合に老齢年金の報酬比例部分の肩代わりを認めるという制度上の仕
掛けを設けるにすぎないということになる。



4

（２）確定拠出年金及び確定給付企業年金

① 平成１３年１０月には、新たな確定拠出型の企業年金である確定拠出年金制度、平成１４年４月には、代行
部分を持たない純粋な確定給付型の企業年金である確定給付企業年金制度が創設された。

② 確定拠出年金、確定給付企業年金は、厚生年金基金の代行返上や適格退職年金からの移行、退職一時金
からの移行等により創設されてきており、実態としては、従来の厚生年金基金、適格退職年金及び退職金と
密接な関連がある。

（資料４）厚生年金基金及び適格退職年金からの移行状況

厚年基金からの移行

＜うち14年度以降：235基金＞

解散基金：396基金(平成18年9月1日)

加入者数：約450万人(平成18年7月1日)

代行返上

将来返上(14.4～)848基金
＜うち過去返上(15.9～)773基金＞

916件(平成18年9月1日) 
件数：1,670件(平成18年9月1日)

確定拠出年金

企業型

個人型

中小企業退職金共済制度

加入者数：276万人(平成18年3月31日)

加入者数：7.0万人(平成18年7月31日)

事業主数：7,298事業主(平成18年8月31日)

＜うち新規導入108件＞

厚生年金基金

確定給付企業年金

加入者数：530万人(平成18年8月1日)
【ピーク時(8年度末):1,883基金】

件数：672基金<単連153、総合519>
(平成18年9月1日) 

適年からの移行

厚生年金基金

(平成18年9月1日)

件数：385,079件

適年からの移行
適格退職年金

受託件数：73,582件（平成14年3月31日）
加入者数：199.2万人(平成18年7月31日)(平成24年3月31日で廃止)

47基金
(平成18年8月31日) 

14年度以降の移行

9,001件(平成18年3月31日)

将来返上後解散
件数：53基金(平成18年9月1日)

3,265事業主
(平成18年8月31日) 

解 散

解 約

加入者数：917万人(平成14年3月31日)

45,090件（平成18年3月31日）

567万人(平成18年3月31日)

件数：1,737基金(平成14年3月31日) 

加入者数：1,087万人(平成14年3月31日)
【ピーク時(9年度末):1,225万人】

規約数：1,993件(平成18年8月31日)
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厚生年金基金

及び他制度から

75件　1%
退職金のみから

912件　12%

厚生年金基金のみから

149件　2%

適格退職年金

及び退職金から

874件　12%

適格退職年金

のみから

2,332件　32%

その他

136件　2%

他制度からの

移行なし

2,820件 39%

確定給付企業年金

（資料５）確定拠出年金、確定給付企業年金の他制度からの移行状況

確定拠出年金

（平成18年8月末現在 厚生労働省年金局調べ） （平成18年9月1日現在 厚生労働省年金局調べ）

適格退職年金

からの移行

793件（48%）

確定給付企業年金の

合併・統合・分割

 29件（2%）

(うち、同時に適年からも

移行:7件)

適年・厚年基金の

双方からの移行

116件（7%）

厚生年金基金

からの移行

 624件（37%）

新規導入

108件（6%）
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２．企業年金の性格と規制・税制
（１）厚生年金基金及び適格退職年金の性格と規制・税制

① 適格退職年金については、退職金の年金化という性格が明確であり、独自の税制上の適格要件が設定されて
いる。

② 他方、厚生年金基金については、厚生年金保険と退職金との調整を図る目的で設立されており、公的年金の
代替としての性格を持つことから、公的年金に準じた規制及び税制上の措置が講じられている。

③ さらに、平成５年には、厚生年金基金の設立が困難な中小企業を対象として、適格退職年金のうち、給付の内
容が厚生年金基金に準ずるものについて、厚生年金基金の代替・補完的機能を有するものとして厚生年金基金と
の均衡等の観点から、厚生年金基金に準じた税制上の優遇措置を講ずる「特例適格退職年金制度」が導入された。

④ このように、税制上の措置については、退職年金独自の優遇措置から、公的年金の代替機能を持つ企業年金
（厚生年金基金）に対する優遇措置、厚生年金基金の代替・補完的機能を有する企業年金（特例適格退職年金）
に対する優遇措置へと、優遇措置の範囲が拡大されてきた。

厚生年金基金 適格退職年金 特例適格退職年金

給付基準
加算部分の半分以上は終身
プラスアルファ部分は代行部分の５割以上
（平成17年4月1日以前設立の場合は1割）

5年以上の有期または終身
総現価の半分以上は終身
報酬比例部分の１割以上

努力水準 望ましい水準（努力義務） なし 望ましい水準（特法税の非課税ライン）

＜税制＞

基本的
考え方

○一定水準までは給付時課税
○老後の所得保障のため税制優遇

○拠出時課税原則。ただし、給付時まで所
得税の課税繰延べ
○老後の所得保障のため税制優遇

○一定水準までは給付時課税
○老後の所得保障のため税制優遇

拠出時 非課税 非課税（繰延べ） 非課税

運用時 望ましい水準まで非課税 課税（繰延べ利子相当） 望ましい水準まで非課税

給付時

【年金】
○公的年金等控除
（最低控除額）
65歳以上；120万円

【選択一時金】
○退職所得控除
・勤続20年以下：
40万円×勤続年数
・勤続20年超：
800万円＋70万円×（勤続年数－20年）

【年金】
○公的年金等控除
（最低控除額）
65歳以上；120万円

【選択一時金】
○退職所得控除
・勤続20年以下：
40万円×勤続年数
・勤続20年超：
800万円＋70万円×（勤続年数－20年）

【年金】
○公的年金等控除
（最低控除額）
65歳以上；120万円

【選択一時金】
○退職所得控除
・勤続20年以下：
40万円×勤続年数
・勤続20年超：
800万円＋70万円×（勤続年数－20年）

（資料６）給付設計、税制の比較
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（資料７）特例適格退職年金制度の施行に伴う厚生年金基金における業務の取扱い等について
（平成５年４月１６日厚生省年金局企業年金国民年金基金課・数理課長通知）

第２ 特例適格退職年金制度施行に伴う業務

１ 特例適格退職年金と厚生年金基金との関係
厚生年金基金は、年金政策上の観点から各般にわたる配慮が施された企業年金制度であり、

企業年金の中核として今後とも普及育成することとしていること。
一方、特例適格退職年金制度は、厚生年金基金の設立が困難な中小企業に係る適格退職

年金契約のうち、給付内容が厚生年金基金に準ずるものについて、厚生年金基金の代替・
補完的機能を有するものとして厚生年金基金との均衡等の観点から、厚生年金基金に準じた
税制上の優遇措置が講じられることとなったものであること。
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（２）確定拠出年金及び確定給付企業年金の性格

① 確定拠出年金及び確定給付企業年金については、いずれも国民の高齢期における所得の確保
に係る自助努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民生活の安定と福祉の向上に寄与
することを目的としており、自社年金や退職年金とは異なり、制度の目的からみると、老後の所得
保障について、公的年金と補完関係にあることが明確である。

② このような確定拠出年金と確定給付企業年金の目的について、どう考えるか。退職時の所得保
障、企業の福利厚生の充実を通じた従業員の福祉の増進など、公的年金と切り離した目的とする
ことについて、どう考えるか。公務員等を適用除外にしていることについて、どう考えるか。

（資料８）確定拠出年金法及び確定給付企業年金法の目的規定

この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、
個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期にお
いてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について
必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって
公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

確定拠出年金

この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主
が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることが
できるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得
の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉
の向上に寄与することを目的とする。

確定給付企業年金
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（３）確定拠出年金の規制・税制

① 確定拠出年金については、確定拠出型の新たなタイプの年金であることから、これまでの確定給
付型の年金とは異なり、原則中途引出し禁止、１０年以上加入しないと６０歳から受給できないなど
年金性の担保を図るための要件が課されるとともに、拠出限度額を設定、加入対象者を限定する
など厳しい規制が課せられている。

② 拠出限度額については、企業型と個人型とで異なるが、企業型の拠出限度額については、厚生
年金保険法に規定する厚生年金基金の望ましい水準（退職直前所得の６割を公的年金と併せて
確保）を勘案して設定されている。

③ さらに、受託者責任を明確化するなど、適格退職年金にはない受給権保護のための仕組みもある。

④ このように、公的年金と相まって老後の所得保障を行うという目的、具体的な保障水準を確保
するための拠出限度額、受給権の保護等の規制が敷かれている一方、税制上の扱いは、適格
退職年金並びの措置に止まっていることをどのように考えるか。

⑤ また、仮に、確定拠出年金について、公的年金と切り離した目的を設定した場合には、規制や
税制上の措置はどのような考え方に基づき、具体的にどのような内容とすることとなるか。

（資料９）確定拠出年金に係る規制（拠出限度額、老齢給付、脱退一時金、受託者責任）

支給可

支給可

支給可

支給可

支給可

支給可

加入期間（掛金納付期間）

（注）企業型確定拠出年金の
資格喪失年齢の引上げに
ついて、平成１９年度税制
改正において、「法案の内
容をみて検討する」ことと
されたところである。

６５歳５８歳５６歳５４歳５２歳５０歳 ６１歳 ６２歳 ６３歳 ６４歳６０歳
資格喪失

①拠出限度額
企業型：（他の企業年金なし）：４．６万円／月、 （他の企業年金あり） ：２．３万円／月
個人型：（第１号被保険者） ：６．８万円／月、 （第２号被保険者） ：１．８万円／月

②老齢給付金に係る１０年加入要件
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③脱退一時金の規制

退職により企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失

個人型確定拠出年金の加入資格あり
（自営業者、無職者等）

＜掛金を積み増しできる＞

個人型確定拠出年金の加入資格なし
（第３号被保険者、公務員等）
＜掛金を積み増しできない＞

退
職
後
の

就
業
形
態

～1.5万円 ～1.5万円

脱退 脱退

1.5万円～ 1.5万円～

個人型へ移換

個人型確定拠出年金へ移換後に年金資産額が
50万円以下等の要件を満たす場合に脱退が可能

脱退

④受託者責任
○加入者等への忠実義務
○投資教育に係る努力義務
○特定の運用方法の推奨の禁止

（注）企業の退職者について、企
業型から個人型に移換後、個人
型からの脱退を認めることについ
て、平成１９年度税制改正におい
て、「法案の内容をみて検討する」
こととされたところである。
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（資料１０）企業型確定拠出年金の拠出限度額設定の考え方

○ 厚生年金基金の上乗せ部分の望ましい給付水準（基礎年金（夫婦二人分）・厚生年金と合わせて退職 

直前給与水準の６割程度に相当する水準）に相当するものが確保できるように、拠出限度額を設定。 

 【 制度創設当時：３．６万円／月 → 現行：４．６万円／月 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜掛金ベース＞ ＜給付ベース＞ 

1.7 倍 

2.23 倍 

制度創設当時 

××

基礎年金（夫婦

二人分） 

厚年（本体） 

(物価ｽﾗｲﾄﾞ・ 

賃金再評価) 

望ましい 

上乗せ水準 

基金代行部分 

 

望ましい 

上乗せ水準 

基金代行部分 

厚年（本体） 

(物価ｽﾗｲﾄﾞ・ 

賃金再評価)

基礎年金 

（夫婦二人分）

 

大 多 数 の

民 間 サ ラ

リーマンの

標準給与 

 

免 除 保 険

料率 

 

望ましい 

上乗せ水準

退

職

直

前

給

与

の

６

割

１６年年金法改正後 

６５万円 ×  ３．２％  ×  ２．２３ 

                    ＝４．６万 

※ 他の企業年金にも加入している者は 

半額の２．３万円 
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（４）確定給付企業年金の規制・税制

① 確定給付企業年金については、適格退職年金と異なり、公的年金と相まって老後の所得保障を
行うという公的年金の補完としての目的が明確であるとともに積立義務など受給権保護のための
措置がとられているが、税制上の措置については、適格退職年金並びの措置に止まっている。

② 他方、特例適格退職年金が厚生年金基金の代替・補完的機能を有するものとして、厚生年金
基金に準じた税制上の措置がとられているが、確定給付企業年金と特例適格退職年金の税制上
の均衡について、どのように考えるか。

③ また、特例適格退職年金については、給付設計、特に終身年金に着目して、厚生年金基金に準
じた税制上の措置がとられているが、企業年金の給付設計のあり方について、どのように考えるか。

④ さらに、仮に、確定給付企業年金について、公的年金と切り離した目的を設定した場合には、
規制や税制上の措置はどのような考え方に基づき、具体的にどのような内容とすることとなるか。

（資料１１）確定給付企業年金における受給権保護の仕組み

積立基準
○継続基準の財政検証

確定給付企業年金が今後も継続していく上で必要な積立金を保有しているかどうかという観点での検証。

○非継続基準の財政検証
仮に制度が終了した場合に加入者等の受給権が確保されているかという観点での検証。

○積立上限額にかかる財政検証
毎事業年度の決算において、積立金の額が積立上限額（数理債務又は最低積立基準額のいずれか大きい額

を１．５倍した額）を上回っている場合は、上回った額を基準として掛金の控除を行う。
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①　積立水準の回復計画（７年以内、平成１８年度までは

　　１０年以内）を作成

又は、

②　積立比率に応じて必要な特例掛金を設定（１５年以内）

（将来期間相当分）

※　許容繰越不足金は①～③のいずれかの額で、不足金がこの額以内の場合、不足金解消のための掛金見直しは不要

　　①　標準掛金総額×２０年確定年金現価率×規約で定める率(15%以下)

　　②　責任準備金×規約で定める率（15%以下。年金資産に数理的評価を導入している場合は10%以下）

　　③　①、②のうちいずれか小さい額

平成１８年度までは
最低積立基準額
×０．９として検証

最低保全給付費の現価

(

（過去期間相当分）

将来の標準掛金
収入現価

)
リスクフリーレート（30年国
債の直近５年平均の利回

り(2.17)×0.8～1.2）
で割り引き

積立金

確定給付企業年金の財政検証

最
低
積
立
基
準
額

(
仮にＤＢが終了した場合に、加入者・受給者等の、
過去の加入期間に応じて発生している（とみなされ
る）将来の給付（最低保全給付）を行うために必要
な積立金を保有しているかどうかの検証

)

継続基準 非継続基準

将来の特別掛金
収入現価

数
　
　
理
　
　
債
　
　
務

責
　
任
　
準
　
備
　
金

( )
そのＤＢの運用収益予測
による予定利率（通常、リ
スクフリーレートより大き

い）で割り引き

責任準備金から積立金を引いた不足金が許容繰越
不足金を上回っているかどうか検証

将来の給付費の現価

将来の掛金収入とあわせて、将来の給付を賄
うために現時点で必要な積立金を保有してい
るかどうかの検証

( )

積立金が最低積立基準額（平成１８年度までは×０．
９）を下回っていないか検証

掛金の再計算を行い、不足金全額につき３年以上２０年以内
の償却期間で特別掛金を設定

許
容
繰
越
不

足
金
※

不
足
金

不
足
金

抵触した場合 抵触した場合
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厚生年金基金
確定給付企業年金

・適格退職年金
特例適格退職年金

給付基準
加算部分の半分以上は終身
プラスアルファ部分は代行部分の５割以上
（平成17年4月1日以前設立の場合は1割）

5年以上の有期または終身
総現価の半分以上は終身
報酬比例部分の１割以上

努力水準 望ましい水準（努力義務） なし 望ましい水準（特法税の非課税ライン）

＜税制＞

基本的
考え方

○一定水準までは給付時課税
○老後の所得保障のため税制優遇

○拠出時課税が原則。ただし、給付時まで
所得税の課税繰延べ
○老後の所得保障のため税制優遇

○一定水準までは給付時課税
○老後の所得保障のため税制優遇

拠出時 非課税 非課税（繰延べ） 非課税

運用時 望ましい水準まで非課税 課税（繰延べ利子相当） 望ましい水準まで非課税

給付時

【年金】
○公的年金等控除
（最低控除額）
65歳以上；120万円

【選択一時金】
○退職所得控除
・勤続20年以下：
40万円×勤続年数
・勤続20年超：
800万円＋70万円×（勤続年数－20年）

【年金】
○公的年金等控除
（最低控除額）
65歳以上；120万円

【選択一時金】
○退職所得控除
・勤続20年以下：
40万円×勤続年数
・勤続20年超：
800万円＋70万円×（勤続年数－20年）

【年金】
○公的年金等控除
（最低控除額）
65歳以上；120万円

【選択一時金】
○退職所得控除
・勤続20年以下：
40万円×勤続年数
・勤続20年超：
800万円＋70万円×（勤続年数－20年）

（資料１２）給付設計、税制の比較
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３．企業年金における受給権の保護

① 厚生年金基金及び確定給付企業年金においては、積立基準、受託者責任等により受給権の
保護が図られているほか、加入者及び受給者の受給権を保護する観点から、年金額を減額する
場合には一定の要件を課している。

② 他方、アメリカにおいては、ベスティングという仕組みにより、勤続年数等の一定の要件を満たし
た労働者について、１００％の受給権（いわゆる過去分（既発生の労働の対価分）に限る）を付与
するよう義務づけられている。

③ 年金額の減額のあり方を含め、企業年金における事業主の責任や受給権の保護のあり方に
ついて、どのように考えるか。

（資料１３）給付減額の要件

加入者減額 受給者減額

理由要件 ①労働協約等が変更され、その変更に基づいて給付設計

を変更する必要がある場合

②母体企業の経営状況が悪化した場合

③給付設計を変更しなければ掛金が大幅に上昇し、母体

企業による掛け金の負担が困難になると見込まれる場

合

④他の制度と合併する場合、適格退職年金等を引き継ぐ

場合

⑤確定拠出年金に移行する場合

受給者の給付額は原則として引下げの対象とすべきで

なく、仮に引き下げる場合であっても、確定給付企業年金

を存続させるために真にやむを得ないと認められる場合

に限られ、かつ、以下のいずれかの要件を満たす必要が

ある。

①母体企業の経営状況が悪化した場合

②給付設計を変更しなければ、掛金が大幅に上昇し、母

体企業による掛金の負担が困難になると見込まれる場

合

手続要件 減額の対象者の２／３以上の同意を取得すること。 ①減額の対象者の２／３以上の同意を取得すること。

②給付設計の変更に関する十分な説明を行うこと。

③希望者に対し、減額前の給付額相当の一時金を支給

すること。
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（資料１４）アメリカのベスティング

アメリカのエリサ法において、勤続年数等の一定の要件を満たす労働者について企業年金の受給権（いわゆる
過去分（既発生の労働の対価分）に限る）を付与すること（ベスティング）が義務付けられている。

具体的には
○加入者が５年勤務した時点で、１００％の受給権を付与
○加入者が３年勤務した時点で２０％、以後１年ごとに２０％ずつ上乗せして、７年勤務した時点で１００％の

受給権を付与

のいずれかを満たす必要があり、いったん付与された受給権は、労働者が早期退職したり、懲戒解雇された
場合であっても没収されない。

（参考）確定給付企業年金制度における規制

○脱退一時金を受けるための要件として、３年を超える加入者期間を定めてはならない。

○加入者等が次に掲げるその責めに帰すべき重大な理由によって実施事業所に使用されなくなった場合に
給付の一部又は全部を制限できる。

・ 窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、事業主に重大な損害を加え、その名誉若しくは
信用を著しく失墜させ、又は実施事業所の規律を著しく乱したこと。

・ 秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。

・ 正当な理由がない欠勤その他の行為により実施事業所の規律を乱したこと又は事業主との雇用契約に
関し著しく信義に反する行為があったこと。
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４．企業年金の水準
（１）企業年金の水準の経緯

① 企業年金については、従来は、老齢年金の代行部分を持つ厚生年金基金について、最低保障
すべき給付水準が規定されているに止まっていた。

② ただし、特別法人税については、国家公務員共済法の長期給付の水準まで非課税となっていた。

③ これは、昭和６０年公的年金改正前までは、国家公務員共済年金と厚生年金との間で水準に
格差があったことから、税制上、官民の均衡を図るための措置であったと考えられる。

④ 昭和６０年改正により、国家公務員共済年金と厚生年金の水準が統一され、厚生年金基金に
おける特別法人税の非課税水準を新たに設定する必要性が生じたことから、厚生年金基金として
目指すべき「望ましい水準」を法律上規定した上で、これを特別法人税の非課税水準とする扱いと
された。

昭和６０年：共済年金額の算定方式について、厚生年金のものと統一

昭和６３年：厚生年金基金の特別法人税課税の標準水準として「国家公務員共済組合の長期給付の水準」が
用いられていたが、当該水準が廃止されたことに伴い、厚生年金基金の積立金に係る特別法人税の
非課税水準を厚生年金基金の年金給付に係る努力目標水準（２．７）に設定

（参考）
「昭和６３年度自民党税制改正大綱」（抜粋）

厚生年金基金の積立金に係る特別法人税の非課税水準については、厚生年金保険法の改正を踏まえ
現行水準を維持するものとし、所要の措置を講ずるものとする。

平成１２年：望ましい水準を２．７から２．８４に改正

平成１６年：望ましい水準を２．８４から３．２３に改正

（資料１５）望ましい水準の沿革
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（２）企業年金の水準のあり方

① 厚生年金基金の望ましい水準については、退職前所得の６割を公的年金と厚生年金基金とで
確保するという考え方で設定されている。

② これは、当時の賃金、消費支出等に照らすとともに、当時の特別法人税の非課税水準とおお
むね同レベルになることを考慮したものである。

③ 望ましい水準については、このような考え方の下、代行部分に対する一定比率として定められて
いるが、公的年金の給付水準の見直しに伴い、徐々にその比率が引き上げられることにより、老後
の所得保障に占める企業年金の比率が高まってきている。

④ このような望ましい水準の考え方について、どのように考えるか。また、現行制度では、望ましい
水準は厚生年金基金に適用される水準であるが、他の企業年金における水準のあり方について、
どのように考えるか。

（資料１６）望ましい水準設定当時の状況

【望ましい水準設定当時（昭和６２年当時）の状況】
○５５歳～５９歳の勤続２０年以上の男子の平均給与額 ： 約４６万円／月

その６割 → 約２７．５万円

※ 昭和６０年賃金構造基本統計調査（労働省）

○厚生年金の標準的な年金額 ： １８．５万円

○家計を賄う主な収入の種類が年金・恩給である世帯の消費支出 ： 約２０．６万円／月
うち消費支出が２５万円以上の世帯の比率 ： ２４．９％

２人世帯の消費支出

※ 昭和５９年全国消費実態調査

世帯主年齢 全世帯 勤労者世帯

50～59歳 約25万円 約27万円

60～69歳 約21万円 約24万円

70歳以上 約１７万円 約２１万円
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２．２３倍

（資料１７）公的年金制度改正と望ましい水準の改正経緯

昭和６２年改正 望ましい水準を２．７と設定

平成元年改正

平成６年改正

厚生年金の給付水準に変更がなかったため、
望ましい水準は維持

平成１２年改正 望ましい水準を２．８４に変更

平成１６年改正 望ましい水準を３．２３に変更

（資料１８）現在の望ましい水準（厚生年金基金の平成１６年度実績を基に算定）

代行部分
３．１万円

基礎年金＋物価スライド・賃金再評価部分
１３．７万円

プラスアルファ部分
６．９万円

基金加入員の厚生年金保険の
平均年金月額
（基礎年金を含む）
１６．８万円

基金からの給付
１０．０万円

（注１）基礎年金＋物価スライド・賃金再評価部分及び代行部分は、平成16年度厚生年金基金決算に基づくもの。

（注２）プラスアルファ部分は、平成16年度厚生年金基金決算に基づく代行部分に、プラスアルファ部分の望ましい水準である

2.23を乗じて得た額。
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５．企業年金に対する税制のあり方
（１）拠出時、運用時、給付時課税のあり方

① 公的年金については、拠出時は企業拠出は損金算入、本人負担は社会保険料控除を適用し
非課税、運用時も非課税とし、給付時に課税（ただし、公的年金等控除を適用）する考え方となって
おり、厚生年金基金は公的年金に準じた取扱いとなっている。

② 他方、他の企業年金については、拠出時において企業の経費（損金算入）とする一方、直ちに
従業員に対する給与所得として課税する方式も考えられるが、拠出時においては、従業員にとって
は、年金の受給権は発生しておらず、このような状況下で課税することは適当でないとの判断の下、
所得税の課税を受給が確定するまで繰り延べることとしているものである。
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厚生年金基金 確定拠出年金 確定給付企業年金 適格退職年金 特例適格退職年金

基本的
考え方

○一定水準まで給付時
課税

○老後の所得保障のた
め税制優遇

○拠出時課税が原則。
ただし、給付時まで所得
税を課税繰延べ
○老後の所得保障のた
め税制優遇

○拠出時課税が原則。
ただし、給付時まで所得
税を課税繰延べ
○老後の所得保障のた
め税制優遇

○拠出時課税が原則。
ただし、給付時まで所得
税を課税繰延べ
○老後の所得保障のた
め税制優遇

○一定水準まで給付時
課税

○老後の所得保障のた
め税制優遇

拠出時 非課税 非課税（繰延べ） 非課税（繰延べ） 非課税（繰延べ） 非課税

運用時 望ましい水準まで非課税 課税（繰延べ利子相当） 課税（繰延べ利子相当） 課税（繰延べ利子相当） 望ましい水準まで非課税

給付時

【年金】
○公的年金等控除
（最低控除額）
65歳以上；120万円

【選択一時金】
○退職所得控除
・勤続20年以下：
40万円×勤続年数
・勤続20年超：
800万円＋70万円×（勤続
年数－20年）

【年金】
○公的年金等控除
（最低控除額）
65歳以上；120万円

【選択一時金】
○退職所得控除
・勤続20年以下：
40万円×勤続年数
・勤続20年超：
800万円＋70万円×（勤続
年数－20年）

【年金】
○公的年金等控除
（最低控除額）
65歳以上；120万円

【選択一時金】
○退職所得控除
・勤続20年以下：
40万円×勤続年数
・勤続20年超：
800万円＋70万円×（勤続
年数－20年）

【年金】
○公的年金等控除
（最低控除額）
65歳以上；120万円

【選択一時金】
○退職所得控除
・勤続20年以下：
40万円×勤続年数
・勤続20年超：
800万円＋70万円×（勤続
年数－20年）

【年金】
○公的年金等控除
（最低控除額）
65歳以上；120万円

【選択一時金】
○退職所得控除
・勤続20年以下：
40万円×勤続年数
・勤続20年超：
800万円＋70万円×（勤続
年数－20年）

（資料１９）厚生年金基金、確定拠出年金、確定給付企業年金、適格退職年金及び特例適格退職年金に係る税制の概要



22

（２）特別法人税の課税の基本的考え方

① （１）で述べたように、本来、拠出時に給与所得として課税すべきところ、これを繰り延べると、企業
拠出部分及びその運用益部分については、非課税の「たまり」ができることとなる。

② この非課税となっている企業拠出部分及び運用益部分について、他の投資形態に対する課税と
のバランス及び社内における退職給与引当金に係る課税とのバランス等に着目し、従業員の所得
としての課税は年金受給時に行うことによる、その期間の繰り延べによる利益、すなわち、税金の
納付を延期するための利益相当分を、年金積立金を運用する法人に課税するのが、導入当時の
特別法人税課税の考え方である。

（資料２０）特別法人税の沿革

昭和３７年：特別法人税導入（適格退職年金制度の創設）（税率（国税）1.2%）

昭和４１年：厚生年金基金制度の創設に伴い、国家公務員共済組合の長期給付の水準を超える部分について課税

昭和４３年：税率改定（税率（国税）1%）

昭和６３年：課税水準を「国家公務員共済組合の長期給付の水準」から「望ましい水準」に変更

平成 ５年：特例適格退職年金制度の創設

平成１１年：２年間課税凍結

平成１２年：新退職給付会計基準の導入

平成１３年：課税凍結の２年間延長

平成１５年：課税凍結の２年間延長

平成１７年：課税凍結の３年間延長
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（資料２１）特別法人税の概要

＜厚生年金基金及び特例適格退職年金の場合＞

代行部分１

3.23倍

代行部分

課税

非課税

＜確定給付企業年金及び適格退職年金の場合＞ ＜確定拠出年金の場合＞

運用益

事業主掛金

従業員掛金

課税対象部分

運用益

事業主掛金又は本人掛金

課税対象部分
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（３）特別法人税の税率の設定の考え方

① 特別法人税の税率については、繰り延べによる利益、すなわち遅延利子に相当するものとして、
従業員の給与所得に対する平均上積税率、住民税の負担率に対し、日歩２銭の利子税率を基礎と
した税率が設定されている。

② この場合、給与所得に対する上積税率とは、年金掛金の事業主負担分を給与所得として従業員
の通常の給与に上乗せして課税することとした場合の平均的な適用税率のことであり、利子税率と
は税金の延納等の場合に、通常の国税に合わせて納付しなければならないものである。

③ このような特別法人税の税率の設定について、どのように考えるか。

（資料２２）特別法人税の税率の計算式（国税）

給与所得者の
所得税の

平均上積税率

日歩２銭の
利子税率

法人住民税と
法人税の割合

【現行】 （ １２％ ＋ ５％ ） × ７％ × １／１．１７３ ≒ １．０％

【創設時】 （ １５．４％ × １．２８ ） × ７％ × １／１．１３５ ≒ １．２％

住民税率

※ 利子税率については、原則７．３％であるが、平成１２年１月１日以後の期間に対応する
利子税率は、（公定歩合＋４．０％）の特例が認められている。

なお、平成１９年の利子税率に適用される公定歩合は０．４％（平成１８年１１月末の公定歩合）。
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（４）企業年金にかかる拠出時・運用時・給付時課税のあり方

① 税制改正大綱においては、年金課税については、特別法人税のあり方を含め、拠出・運用・給付
を通ずる負担の適正化に向けた抜本的検討を行うこととされているが、これについて、どのように
考えるか。

② 仮に、給付時課税を原則とする場合には、現行の年金における公的年金等控除等のあり方に
ついてどのように考えるか。

③ 企業年金のうち、公的年金に準じたものについて、税制について準じた扱い（給付時課税原則、
公的年金等控除適用）とする考え方もあるが、これについてどう考えるか。

④ さらに、以上の考え方以外の考え方があるか。
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＜イメージ図＞

○給付時課税原則に変更した場合

拠 出 時
＜非課税＞

運 用 時
＜非課税＞

給 付 時
＜課 税＞

（参考）公的年金、厚生年金基金、特例適格退職年金の場合

拠 出 時
＜非課税＞

運 用 時
＜非課税＞

給 付 時
＜公的年金等控除＞
＜退職所得控除＞

退職所得控除（勤続20年以下：40万円×勤続年数
勤続20年超：800万円＋70万円×（勤続年数－20年）

公的年金等控除（65歳以上；120万円）

このあり方についてどう考えるか。

○現行（拠出時課税原則）

拠 出 時
＜課税繰り延べ＞

運 用 時
＜繰り延べ利子

相当分課税＞

給 付 時
＜公的年金等控除＞
＜退職所得控除＞
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（資料２３）平成１５年度、平成１７年度与党税制改正大綱（年金課税部分）

【平成１５年度税制改正大綱】

（検討事項）
年金課税については、少子・高齢化が進展する中で、老後を保障する公的年金と私的資産形成を総合

的に勘案し、各種年金制度間のバランス、退職金課税や給与課税とのバランス、世代間・世代内の公平
確保等に留意して、拠出・運用・給付を通じて課税のあり方を抜本的に見直す。

【平成１７年度税制改正大綱】

（検討事項）
年金課税については、少子・高齢化が進展する中で、公的年金制度改革の動向等を見極めつつ、老後

を保障する公的年金と私的資産形成の状況、退職金課税や給与課税とのバランス、世代間・世代内の
公平確保等に留意して、特別法人税のあり方を含め、拠出・運用・給付を通ずる負担の適正化に向けた
抜本的な検討を行う。
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（資料２４）諸外国の退職給付（企業年金等）課税

課税形態 国名 課税の体系

アメリカ 拠出時・運用時：非課税

給付時 ：課税

イギリス 拠出時・運用時：非課税

給付時 ：課税

給付時課税

運用時・給付時課税 スウェーデン 拠出時 ：非課税

運用時・給付時：課税

拠出時課税

その他 フランス 拠出時 ：非課税

給付時 ：課税

※賦課方式のため積立金なし

カナダ 拠出時・運用時：非課税

給付時 ：課税（給付時は定率で課税）

ドイツ 拠出時 ：課税（賃金として）

運用時 ：非課税

給付時 ：課税（利子部分のみ）
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（５）特別法人税の凍結

① 特別法人税については、平成１１年度から、超低金利の状況、企業年金の財政状況、退職年金
等に係る新しい会計基準の設定等を踏まえ凍結されているが、平成１９年度末に凍結期限を迎える
こととなる。

② 仮に、特別法人税が存続する場合、現下の金利状況、企業年金の財政状況等を踏まえ、特別
法人税の凍結について、どのように考えるか。

（資料２５）平成１１年度、平成１３年度、平成１５年度、平成１７年度与党税制改正大綱

【平成１１年度税制改正大綱】

現在の超低金利の状況、企業年金の財政状況、退職年金等に係る新しい会計基準の設定等を踏まえ、
２年間の時限措置として、退職年金等積立金に係る法人税（特別法人税）の適用を停止する。

【平成１７年度税制改正大綱】

退職年金等積立金に対する法人税（特別法人税）の課税停止措置を３年延長する。

【平成１３年度税制改正大綱】

現在の超低金利の状況、企業年金の財政状況等を踏まえ、退職年金等積立金に対する法人税（特別
法人税）、法人住民税の課税停止措置を２年延長する。

【平成１５年度税制改正大綱】

退職年金等積立金に対する法人税（特別法人税）の課税停止措置を２年延長する。
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（資料２６）過去の金利水準

平成9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年

長期国債

（１０年）(%)
2.364 1.518 1.732 1.710 1.293 1.278 0.988 1.498 1.361

0.004

1.751

コール

レート(%)
0.47 0.32 0.05 0.20 0.002 0.002 0.001 0.002 0.275

5.89

3.73 3.39
1.98

3.65
2.56

4.74

10.27

13.09

16.17

▲4.16

▲9.83

▲12.46

5.215.21

0.74

11.6

7.91

5.65

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

昭和61 62 63 平成元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

％

（資料２７）企業年金の財政状況（厚生年金基金の修正総合利回りの推移）

【企業年金連合会「資産運用実態調査」より】

【長期国債：年平均、コールレート：年末時点】

【財務省・日本銀行ＨＰより】
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（資料２８）退職給付会計の概要

年金資産

引当金

債務

退職一時金部分
＋

企業年金部分

未認識債務

運用による
変動

割引率（金利）
による変動

年金資産・年金負債の変動
↓

企業決算に直接影響

（注）未認識債務とは、退職給付債務のうち、年金資産や退職給付引当金による手当てがまだなされていない部分
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（６）給付時における課税のあり方

① 我が国の企業年金においては、選択一時金制度により、事実上、年金と退職一時金が選択的に
導入されている経緯がある。

② 他方、税制においては、企業年金における年金給付は公的年金と同じ枠内で公的年金等控除
が適用される一方、企業年金における一時金については退職所得として分離課税され、退職所得
控除が適用されている。

③ 企業年金における年金払いと一時金払いの税制上の均衡についてどのように考えるか。

④ また、諸外国において、個人単位で一括して非課税の拠出枠が設定されている例について、
どのように考えるか。
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（資料２９）公的年金等控除の概要

○ 公的年金等控除の金額は、年金を受け取る人の年齢により定められている。

（資料３０）退職所得控除の概要

○退職所得控除額は、退職手当の支払金額の計算の基礎となった勤続年数を基に、次の算出式により算定する。

勤続年数 退職所得控除額

２０年以下の場合 ４０万円×勤続年数

２０年を超える場合 ８００万円＋７０万円×（勤続年数－２０年）

○退職所得の金額は、「（収入金額－退職所得控除額）×１／２」の式により計算する。

受給者の年齢 公的年金等の収入金額の

合計額の範囲

控除額

１３０万円以下 ７０万円

１３０万円超 ４１０万円以下 収入金額 × ２５％ ＋ ３７万５，０００円

４１０万円超 ７７０万円以下 収入金額 × １５％ ＋ ７８万５，０００円

７７０万円超 収入金額 × ５％ ＋ １５５万５，０００円

３３０万円以下 １２０万円

３３０万円超 ４１０万円以下 収入金額 × ２５％ ＋ ３７万５，０００円

４１０万円超 ７７０万円以下 収入金額 × １５％ ＋ ７８万５，０００円

７７０万円超 収入金額 × ５％ ＋ １５５万５，０００円

６５歳以上

６５歳未満
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（資料３１）アカウント型優遇制度の概要

〔カナダの登録引退貯蓄制度〕

有資格者 ：６９歳未満で所得のある者

非課税拠出上限 ：13,500ドル又は前年所得の18%のうち低い額
超過積立は控除できず、2,000ドル以上超過すると罰則課税

老齢での引出し ：69歳到達時点までに年金か一括かで引出しを開始する。

途中引出し ：住宅購入のため2万ドルまで借り入れ可能（15年以内に返済）

税制 ：拠出時、運用時非課税となり、支給時に課税とされる。

〔イギリスの年金税制〕

最低受給開始年齢：５０歳

非課税拠出上限 ：ストック（生涯年金貯蓄上限額150万ポンド（約３億円））、フロー（年間上限額21.5万
ポンド（約4,300万円）又は年収の小さい方）の両面から毎年の非課税拠出額が管理
される。

一時金引出し ：退職時25％まで非課税で引出し可

税制 ：拠出時、運用時非課税となり、支給時に課税とされる。


